
 

資料１ 委員会規則及び委員名簿 
 

 

１）委員会規則 

匝瑳市規則第６２号 

 

国保匝瑳市民病院新改革プラン及び建替整備検討委員会規則 

 

（設置） 

第１条 市は、国保匝瑳市民病院新改革プラン並びに国保匝瑳市民病院建替整備に関する

基本構想及び基本計画（以下「新改革プラン及び基本構想等」という。）の案を策定する

ため、国保匝瑳市民病院新改革プラン及び建替整備検討委員会（以下「検討委員会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 新改革プラン及び基本構想等の案の策定に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、新改革プラン及び基本構想等の案の策定に関し必要

な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員１４人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 医療に関する学識経験者 

（２） 医療機関又は医療関係機関の代表者 

（３） 匝瑳市の区域内に住所を有する者 

（４） 行政機関の職員 

（５） 匝瑳市病院事業の管理者（以下「管理者」という。）及び職員 

（６） 副市長及び市長事務部局の職員 

（７） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 前項第５号の委員は、市長が管理者と協議して任命するものとする。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、委員に委嘱され、又は任命された日から平成２９年９月３０日ま

でとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により市長が委嘱し、又は任命した委員

で平成２９年９月３０日までに当該特定の地位又は職にある期間が終了するものの任期

は、当該特定の地位又は職にある期間とする。 



 

（委員長等) 

第６条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委

員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明

を聞き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（報告） 

第８条 委員長は、会議で決定した事項を文書で市長に報告しなければならない。 

（委員等の責務） 

第９条 委員は、自己の利益のため、直接であると間接であるとを問わず、委員の地位を

利用し、若しくはその利用を提供し、又はこれらの行為に関与してはならない。 

（庶務） 

第１０条 検討委員会の庶務は、国保匝瑳市民病院事務局において処理する。 

（その他） 

第１１条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （失効） 

２ この規則は、平成２９年９月３０日限り、失効する。 

 （最初の会議の招集者） 

３ 最初に開かれる会議は、第７条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

  

  



 

２）委員名簿 
検討委員会の開催にあたり、構成委員は下記のとおりとする。 

 

No 所 属 職 氏 名 委員区分 

1 千葉大病院 副病院長 小林 欣夫 第１号委員 

2 旭中央病院 病院長 田中 信孝 第２号委員 

3 旭匝瑳医師会 会 長 江波戸 久元 第２号委員 

4 市民代表 匝瑳市区長会会長 木内 成幸 第３号委員 

5 市民代表 サポーター会会長 勝又 康之 第３号委員 

6 市民代表 公 募 梅原 佐一 第３号委員 

7 市民代表 公 募 山﨑 良夫 第３号委員 

8 市民病院 事業管理者 菊地 紀夫 第５号委員 

9 市民病院 副院長 宇田 毅彦 第５号委員 

10 市民病院 看護部長 大木 信子 第５号委員 

11 特別職 副市長 角田 道治 第６号委員 

12 企画課 課 長 太田 和利 第６号委員 

13 総務課 課 長 宇井 和夫 第６号委員 

14 財政課 課 長 市原  繁 第６号委員 

※本委員会のオブザーバーとして、千葉県健康福祉部医療整備課から １名参加予定。 

 


